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議案第２号 

 

 

和解及び損害賠償の額の決定について 

 

 

  次のとおり和解及び損害賠償の額を決定することについて、地 

 方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１２号及 

 び第１３号の規定により、議会の議決を求める。 

 

 

令和７年２月７日提出 

 

 

                杵築市長  永 松  悟 

 

 

            記 
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  市は、市有施設において発生した事案について、次のとおり和

解し、損害賠償の額を定める。 

 

 １ 和解及び損害賠償の相手方 

    市内在住個人 甲及び乙 

 

 ２ 事案の概要 

    ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■ 

 

３ 和解内容及び損害賠償の額 

 （１）市は、相手方に対し、既払金を除き、本件事案に関する

一切の損害賠償金として、５０，７４２，０４８円を支払

う。 

（２）本件事案に関し、本和解内容のほか、市と相手方には一 

切の債権債務関係がないことを確認する。 

 

４ その他 

   損害賠償金については、全額保険会社から支払う。 
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